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くしろ食のメールマガジン             (令和 8 年 3 月号 令和 8 年 3 月 26 日発行) 

【１】（事前告知）「第 40 回北海道産品取引商談会（札幌会場）」出展者募集 

【２】（事前告知）「中小・小規模事業者賃上げ環境整備支援補助金」について 

【３】「北海道どさんこプラザ令和 8 年度第 2 四半期マーケティングサポート催事」出展事業者募集 

    申込締切→4 月 10 日（金） 

【４】「北海道どさんこプラザテスト販売（国内・令和 8 年度第 2 四半期）」出品商品募集 

    申込開始→4 月 1 日（水） 申込締切→5 月 10 日（日） 

【５】「2026（令和８）年度ＨＯＦＯＯ補助金」公募開始（4 月 20 日（月）17：00〆） 
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───────────────────────────────────────────── 

【１】（事前告知）「第 40 回北海道産品取引商談会（札幌会場）」出展者募集 

 

 出展者募集の案内については 4 月 1 日意向に北海道貿易物産振興会ホームページに公開される予

定ですが、募集期間が短いことが見込まれるため、あらかじめお知らせいたします。 

 

【第 40 回 北海道産品取引商談会（札幌）開催概要】 

■ 主催 

北海道、札幌市、一般社団法人北海道貿易物産振興会（予定） 

■日時 

 令和８年６月９日（火） 午後１時～午後５時（予定） 

   〃 ６月 10 日（水） 午前 10 時～午後 3 時（予定） 

■場所 

 グランドメルキュール札幌大通公園（札幌市中央区北１条西 11 丁目） 

 ※今回の「総合受付」は 3 階から 1 階に変更になります 

■出展企業 

 道内に本社のある食品製造、加工メーカー及び取扱企業、関係団体 

クラフト製品、日用雑貨等製造及び取扱企業 

■出展申込について 

 4 月 1 日（水）・正午（昼 12 時）に北海道貿易物産振興会ホームページに公開予定 

■実施事務局 

 一般社団法人北海道貿易物産振興会 

〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目北海道経済センター１階 

ＴＥＬ：011－251－7976 Ｅ-mail : shoudan@dousanhin.jp 

 ホームページ：https://dousanhin.jp/news/6571/ 

 ※本内容については上記、振興会ホームページに掲載されています。 

───────────────────────────────────────────── 

【２】（事前告知）「中小・小規模事業者賃上げ環境整備支援補助金」について 

 

 事業者様に対する補助金の募集はまだ開始しておりませんが、事前告知させていただきます。 

 

■事業概要 

https://dousanhin.jp/news/6571/


 道では、エネルギー価格高止まり等の影響を受けている中小・小規模事業者の生産性向上等を図

り、持続的な賃上げに踏み出せる環境を整備するため、経営改善に資する経費を支援します。 

■対象者 

 賃上げに取り組む道内の中小・小規模事業者等（ただし、みなし大企業を除く） 

■補助内容 

 ○補助額：上限 200 万円または 300 万円（申請する枠により異なります） 

 ○補助率：補助対象経費の 1／2 以内または 3／4 以内（申請する枠により異なります） 

 ○補助対象：新商品開発や販路拡大、設備投資（デジタル技術の導入含む）等に要する経費 

 ○募集期間：4 月中旬頃～6 月下旬頃を予定しています。 

■詳細・申請方法 

 申込要件等の詳細については、下記ホームページにて公表いたします。（3 月下旬予定） 

  

 ホームページ URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/249117.html 

───────────────────────────────────────────── 

【３】「北海道どさんこプラザ令和 8 年度第 2 四半期マーケティングサポート催事」出展事業者募集 

    申込締切→4 月 10 日（金） 

 

道では、販路拡大・商品開発に取り組む道内企業の方々を応援するために、北海道どさんこプラ 

ザの売り場を活用して販売できるマーケティングサポート催事の制度を設けています。 

北海道どさんこプラザ（札幌店・有楽町店・羽田空港店・あべのハルカス店）の店内の催事スペ

ースを活用し、道産品（一次産品・加工食品・工芸品等）の対面販売等を行い、消費者反応を直接確

かめることができる制度です。商品改良や宣伝の機会として積極的にご活用ください。 

 

■催事期間 

令和８年度（2026 年）第２四半期（７月～９月） 

※実施期間は原則一週間単位です（毎週水～火曜日までの７日間が基本期間です）。 

 

■申込期限 

令和８年（2026 年）４月１０日（金） 

 

■申込方法 

下記ホームページ内の申込様式および必要書類を申込先へ郵送、FAX またはメールでお申し込み 

ください。 

 

■申込・問合せ先 

釧路総合振興局商工労働観光課 澤木 

〒085-8588 北海道釧路市浦見２丁目２番５４号 

TEL：0154-43-9182 FAX：0154-41-0967 

メール：sawaki.kenshin@pref.hokkaido.lg.jp 

 

■詳細は、北海道経済部食関連産業局食産業振興課のホームページをご覧ください。 

URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/91379.htm 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/249117.html
mailto:sawaki.kenshin@pref.hokkaido.lg.jp


───────────────────────────────────────────── 

【４】「北海道どさんこプラザテスト販売（国内・令和 8 年度第 2 四半期）」出品商品募集 

    申込開始→4 月 1 日（水） 申込締切→5 月 10 日（日） 

 

道では、販路拡大・商品開発に取り組む道内企業の方々を応援するための北海道公式アンテナシ

ョップを利用したテスト販売を行っています。  

この制度では、新商品を３ヶ月間、北海道どさんこプラザ（札幌店･有楽町店･あべのハルカス店･ 

仙台店）で販売し、その過程で得られた情報をマーケティング活動に役立てていくためのものです。 

売り上げが好調な商品はさらに３ヶ月継続販売し（一部店舗のみ）、販売終了後には店舗から商品 の

評判や評価などのアドバイスが受けられます。新商品開発・パッケージの改良等の際には是非ご活 

用ください。  

 

■ 対象商品 

 下記の条件を満たすもの。 

 

 (１)道内で製造または加工されているもの。  

(２)申込時点で道外（札幌店のみ札幌市内）において未販売もしくは販売開始後１年以内の加工食 

品または工芸品  

(３)過去にテスト販売を行い、改良した加工食品または工芸品  

(４)過去に申し込もうとする店舗の定番商品になったことがないもの  

(５) 羽田空港店に申し込む商品は、有楽町店のテスト販売に申し込み、引き続き 3 ヶ月の継続販売

を行うことになったもの。  

 

 ■ 出品期間  

令和 8 年度（2026 年）第２四半期（令和８年（2026 年）７月～９月） 

 

 ■ 申込期限  

令和８年（2026 年）５月１０日（日） 

 

 ■ 申込方法  

下記 URL から申込書等をダウンロードし、必要事項を記入の上、メール、FAX 又は郵送によ

りお申し込みください。 

 

 ■ 申込・問合せ先 

  釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課 澤木 

  住所：〒085-8588 

  TEL：0154-43-9182  

  メール：sawaki.kenshin@pref.hokkaido.lg.jp 

 

 ■ 詳細は、北海道経済部食関連産業食産業振興課のホームページをご覧ください。 

  URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/103176.html  

───────────────────────────────────────────── 
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【５】「2026（令和８）年度ＨＯＦＯＯ補助金」公募開始（4 月 20 日（月）17：00〆） 

  

■目的 

 HOFOO 補助金は、HOFOO プロジェクトの一環として新商品の開発に係る必要な経費を補助しま

す。 

 

 ～HOFOO プロジェクトとは～ 

・ Hokkaido Food & Craft Project の略称で、地域産業クラスターものづくり支援事業の愛称。 

・企画・開発・販売までのフェーズに対してそれぞれの事業者の課題に応じた支援を実施するプロジ

ェクト。 

・北海道ならではの地域の「強み」や「特色」を活かした付加価値の高いものづくりへの支援を通じ

て、地域活性化に寄与することを目的とする。 

■対象者 

 事業者は、以下の要件をすべて満たすものとする。 

①北海道内に営業拠点（本社、支店、営業所、支所、事務所など）を有する事業者。 

②事業を継続して実施する見通しがあること。 

③反社会的勢力あるいはそれにかかわる者との関与がないこと。 

■対象となる事業内容 

 事業分野は、以下の要件をすべて満たす「ものづくり」とする。 

①地域活性化を目指す、新たな商品の開発に関するもの 

②主な原材料は北海道内で生産されたものであること及び主たる製造・加工を北海道内で行うこと 

③商品企画・製造・販売を推進するための十分な体制が構築できること。 

④事業実施期間内＊で商品化できること、また、その後速やかに販売できること 

 

＊ 事業実施期間：補助金交付決定日から翌年 2 月末日まで 

■オンライン受付期間 

 2026 年 4 月１日（水）～4 月 20 日（月）17:00 締切 

■採択予定件数 

 最大 15 件 

■補助金額（限度額） 

 補助対象経費(消費税を除く)の 3 分の 2 以内(千円未満切り捨て) 

■事業実施期間 

 交付決定日から翌年 2 月末日まで 

■対象経費 

 原材料・消耗品費・機器購入費（条件あり）・施設及び設備等賃借料・旅費・通信・運搬費・外注

費 など 

■申込書類（申し込み書類・資料等） 

 各種資料は下記、ホームページよりダウンロードしてください。 

 

 ホームページＵＲＬ：https://www.noastec.jp/news/subsidy/post_6660.html#shimekiri 

■お問合せ 

 〒001-0021 札幌市北区北 21 条西 12 丁目 コラボほっかいどう 

https://www.noastec.jp/news/subsidy/post_6660.html#shimekiri


公益財団北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団） 

地域クラスター創造支援部 

TEL：011-708-6526  E-mail：chiiki@noastec.jp 

□■□■□■□■□■□■□■□■このメールマガジンについて■□■□■□■□■□■□■□■□ 

☆これまで、「くしろ・食のネットワーク」として本メールマガジンをお送りしておりましたが、令

和３年（2021 年）に「くしろ食のブランディング戦略」を作成し、戦略に基づき、「食と観光の魅力

創造推進室」として取組を進めることとしております。 

本メールマガジンにつきましても、今後は「食と観光の魅力創造推進室」を事務局として配信し

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

広く共有したい支援制度や地域の話題など、どんなものでも構いませんので、「食」に関連する情

報がありましたら、事務局までご提供ください！ 

（下記メールアドレス、FAX へお送りください。） 

☆メールマガジンの配信停止や送付先の変更等につきましては、大変お手数ですが、事務局までメー

ル等にてご連絡ください。 

 

【事務局：食と観光の魅力創造推進室（釧路総合振興局商工労働観光課内）】 

担当：北海道釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課 観光振興係（食担当） 澤木 

    〒085-8588 北海道釧路市浦見 2 丁目 2 番 54 号 

    電 話：0154-43-9182（内線 2414）  FAX :0154-41-0967 

メール：sawaki.kenshin@pref.hokkaido.lg.jp 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
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